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＜救急法講習会＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜命を守る訓練＞ 

 

 7 月 4 日（金）に救急法講習会を実施しました。関消防署の職員の指導で心肺蘇生法とＡＥＤの

取り扱いについて学びました。マネキンを使用して心肺蘇生を行いましたが、１分間に１００回以

上のペースで胸骨圧迫を行わなければいけないため、生徒たちも一生懸命取り組んでいました。 
また、ＡＥＤの取り扱いでは、初めてＡＥＤを触る生徒も多く、積極的に取り組んでくれました。 
 8 月 29 日（金）には、命を守る訓練を実施しました。地震が起き、その後火事が発生するとい

う想定でグラウンドに避難しました。生徒全員が落ち着いて避難することができました。また、消

火器を実際に使用した消火訓練や、地震に関するビデオを観ました。 
東海地震が近いうちに起こると言われている今、大切な人の命を１人でも多く救うことができる

術を学ぶことができました。 

一生懸命、消火訓

練をしています！ 
頑張れ！ 

マネキンを使用し、みんな真剣に 
心肺蘇生を行いました。 

ビデオを観て地震に

ついて学びました。 

ＡＥＤの使い方も 
学びました。 


